
日 薬 業 発 第 5 8 号 

平成 30 年 5 月 14 日 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

  副 会 長 石井 甲一  

 

保険医療機関等の新規指定申請時における社会保険及び労働保険の 

適用状況の確認に係るパンフレットの更新ついて（周知依頼） 

 

標記につきまして、厚生労働省保険局医療課より別添のとおり連絡がありまし

たのでお知らせいたします。 

本連絡は、社会保険(健康保険及び厚生年金保険、以下「社会保険」)及び労働

保険(労災保険及び雇用保険、以下「労働保険」）の適用状況の確認に関するもの

です。 

社会保険については、法人の事務所又は常時５人以上の従業員を使用する適用

対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険については、労働者を使用

する全ての事業主に対して加入義務が課されているところです。 

しかしながら、加入手続きを行わない事業主が一定程度存在していることから、

今般、社会保険制度等の周知を進めるため、社会保険制度等のパンフレットに、

業務委託契約等に基づき働いている方についてのＱ＆Ａを追加し、内容を更新し

たとのことです。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 



事 務 連 絡

平成 30 年 5 月 11 日

公益社団法人 日本薬剤師会 御中

厚生労働省保険局医療課

保険医療機関等の新規指定申請時における社会保険及び労働保険の

適用状況の確認に係るパンフレットの更新について（周知依頼）

公的医療保険制度について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し

上げます。

保険医療機関及び保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）の新規指定申請

時における社会保険及び労働保険（以下「社会保険制度等」という。）の適用状況

の確認については、社会保険制度等の未適用事業所の加入促進を図るため、御協力

をお願いしているところです。

今般、別添１「社会保険制度及び労働保険制度の周知について（協力依頼）」（年

管管発 0427 第３号基徴収発 0427 第３号）を受け、別添２「保険医療機関等の新規

指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認に係るパンフレット

の更新について」（平成 30 年５月 11 日事務連絡）のとおり、地方厚生（支）局医

療課あて連絡しておりますので御承知いただき、貴管下の会員等に対し、周知方よ

ろしくお取り計らい願いますとともに、貴会におかれましても、可能な限り協力方

お願いいたします。
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